
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県医療勤務環境改善支援センター ニュースレター  
令和５年６月発行 第６１号 

医師の業務のタスク・シフト／シェアについて 
～ 現行制度で実施できること 看護師編 ～ 

 

社会保険労務士や医業経営コンサルタントからのアドバイスも無料で受けられます！ 

高知県医療勤務環境改善支援センター 
（事業受託者：一般社団法人 高知医療再生機構） 

TEL ０８８－８２２－９９１０ 
平日 8：30 ～ 17：15 まで 

ホームページ https://www.kochi-mrr.or.jp/kinmukankyoukaizen 

E-mail kinmukankyoukaizen@kochi-mrr.or.jp 

医師の長時間勤務を改善する方策として、医師の業務の中で他職種が行うことができる業務を分担してもらうことで、医師の負

担を軽減させるタスク・シフト／シェアが注目されています。もちろん職種ごとに分担できる業務は限られていますし、その行為

を行うために研修を修了する必要があるものもあります。今号では、厚生労働省の会議資料や通知に基づき現行制度の下で医師か

ら他職種へのタスク・シフト／シェアが可能な業務のうち看護師に関する業務例を紹介します。 

 

○ 予め特定された患者に対し、事前に取り決めたプロトコール（事前に予測可能な範囲で対応の手順をまとめたもの）に沿った、 医師が事前に

指示した薬剤の投与、採血・検査の実施 

○ 救急外来において、予め医師により示された範囲の患者に対し、事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく、血液検査オーダー 

入力・採血・検査の実施 

○ 血管造影・画像下治療（IVR）において、造影剤の投与や治療終了後の圧迫止血等の治療上の介助の実施 

○ 注射、ワクチン接種、静脈採血、静脈路確保･抜去及び止血、動脈路からの採血、動脈ラインの抜去及び止血の実施 

○ 尿道カテーテル留置、末梢留置型中心静脈カテーテルの抜去の実施 

○ 病歴聴取、バイタルサイン測定、服薬状況の確認、リスク因子のチェック、検査結果の確認等の診察前や検査前の情報収集  など 

看 護 師 

特定行為は、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる裏面記載の３８行為をいいます。

特定行為研修を修了した看護師は、当該特定行為について、その都度医師の指示を求めることなく、医師が予め作成した手順書により、看護師

自身の判断で行うことが可能になります。高知県内で受講できるものもあります。また、高知医療再生機構において補助事業もありますので、

貴院所属の看護師の研修受講を検討してみてはいかがでしょうか。 

特定行為（38 行為 21 区分）研修を修了した看護師 

高知県イメージキャラ 
クター「くろしおくん」 

 
実施可能な業務の詳細は、「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」

（令和 3 年 9 月 30 日厚生労働省医政局長通知）や、厚生労働省「医師の働き方改革を進めるためのタスク・

シフト／シェアの推進に関する検討会」資料等でご確認ください。 

特定行為研修の受講前・後でこのように変わります＜イメージ＞           
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特定行為（38 行為 21 区分） 

 

 
 

 

特定行為区分 特定行為

1 呼吸器（気道確保に係るもの）関連 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 1

侵襲的陽圧換気の設定の変更 2

非侵襲的陽圧換気の設定の変更 3

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 4

人工呼吸器からの離脱 5

3 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 気管カニューレの交換 6

一時的ペースメーカの操作及び管理 7

一時的ペースメーカリードの抜去 8

経皮的心肺補助装置の操作及び管理 9

大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整 10

5 心嚢ドレーン管理関連 心嚢ドレーンの抜去 11

低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 12

胸腔ドレーンの抜去 13

7 腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。） 14

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 15

膀胱ろうカテーテルの交換 16

9
栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテー
テル管理）関連

中心静脈カテーテルの抜去 17

10
栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心
静脈注射用カテーテル管理）関連

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 18

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 19

創傷に対する陰圧閉鎖療法 20

12 創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去 21

直接動脈穿刺法による採血 22

橈骨動脈ラインの確保 23

14 透析管理関連 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理 24

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 25

脱水症状に対する輸液による補正 26

16 感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 27

17 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 インスリンの投与量の調整 28

18 術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 29

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 30

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 31

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 32

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 33

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 34

抗けいれん剤の臨時の投与 35

抗精神病薬の臨時の投与 36

抗不安薬の臨時の投与 37

21 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整 38

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

循環動態に係る薬剤投与関連

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

循環器関連

胸腔ドレーン管理関連

ろう孔管理関連

創傷管理関連

動脈血液ガス分析関連13
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